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大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
が
、
本
年
令
和
二
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。 

 

政
府
は
こ
れ
に
よ
り
、
「
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で

き
る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
就
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と
が

で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
。
」
と
し
て
い
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
今
般
の
法
改
正
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
た
中
間
所
得
層
の
一
部
の
世

帯
が
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
高
等
教
育
の
無
償
化
は
、
世
帯
の
所
得
を
制
限
せ
ず
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
が
理
想
と

考
え
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

国
立
大
学
の
授
業
料
は
、
平
成
二
年
度
に
は
三
十
三
万
九
千
六
百
円
で
あ
っ
た
も
の
が
、
令
和
二
年
度
に
は
、
年
間
標
準

額
が
五
十
三
万
五
千
八
百
円
と
な
っ
た
。
加
え
て
、
値
上
げ
は
二
割
増
ま
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
六
十
四
万
二
千
九
百
六
十

円
と
す
る
大
学
も
あ
る
。
こ
の
約
三
十
年
間
で
大
学
の
授
業
料
は
約
一
・
六
倍
～
一
・
九
倍
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
児

童
の
い
る
世
帯
の
所
得
の
平
均
は
ほ
ぼ
横
ば
い
、
全
世
帯
の
平
均
所
得
は
約
一
割
減
で
あ
る
。
世
帯
の
所
得
の
推
移
を
み
て
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も
、
中
間
層
の
所
得
が
減
っ
て
い
る
中
で
、
大
学
の
授
業
料
の
負
担
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、

中
間
所
得
世
帯
に
対
す
る
修
学
支
援
も
拡
大
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

二 

平
成
十
六
年
に
、
国
立
大
学
が
法
人
化
さ
れ
、
そ
の
後
、
運
営
費
交
付
金
等
の
予
算
額
は
年
ご
と
に
削
減
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
平
成
二
十
七
年
六
月
の
財
務
省
の
財
政
制
度
等
審
議
会
に
よ
る
「
財
政
健
全
化
計
画
等
に
関
す
る
建
議
」
で
は
、

「
国
か
ら
の
財
源
措
置
は
厳
し
い
財
政
事
情
の
中
で
十
分
に
手
厚
く
行
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
大
学
間
・
大
学

内
に
お
け
る
大
胆
な
再
編･
統
合
や
、
収
入
源
の
多
様
化
、
具
体
的
に
は
、
研
究
収
入
の
積
極
的
獲
得
、
授
業
料
引
上
げ
の
積

極
的
検
討
」
な
ど
が
求
め
ら
れ
た
。
大
学
の
法
人
化
に
よ
り
運
営
の
自
由
度
が
高
ま
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
る

が
、
国
立
大
学
の
基
盤
的
な
教
育
経
費
は
安
定
的
な
運
営
費
交
付
金
で
保
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
運
営
費
交
付
金
の
「
評

価
に
基
づ
く
配
分
」
の
仕
組
み
が
大
学
経
営
を
不
安
定
化
さ
せ
、
減
額
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
部
分
を
授
業
料
の
値
上
げ
に

か
え
て
い
て
は
、
ま
す
ま
す
中
間
層
の
教
育
費
負
担
は
増
え
、
進
学
を
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
層
が
出
て
く
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
 

国
立
大
学
の
授
業
料
な
ど
の
標
準
額
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
七
年
の
国
立
大
学
法
人
法
改
正
案
に
対
す
る
参
議
院
文
教
科

学
委
員
会
で
の
附
帯
決
議
で
、
「
授
業
料
等
の
標
準
額
に
つ
い
て
は
、
経
済
状
況
に
よ
っ
て
学
生
の
進
学
機
会
を
奪
う
こ
と
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に
な
ら
な
い
よ
う
、
適
正
な
金
額
・
水
準
と
す
る
と
と
も
に
、
標
準
額
の
決
定
に
際
し
て
は
、
各
国
立
大
学
法
人
の
意
見
に

も
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
本
附
帯
決
議
の
趣
旨
は
守
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
授
業
料
の
値
上

げ
の
方
向
性
は
、
大
学
で
の
学
び
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
機
会
均
等
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

我
が
国
は
、
「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
で
、
高
等
教
育
の
無
償
化
を
漸
進
的
に
進
め

る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
す
べ
て
の
学
生
が
希
望
す
る
大
学
を
選
べ
る
機
会
を
提
供
し
、
所
得
制
限
の
な
い
高
等
教
育
の
無

償
化
を
実
現
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


